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規
　
　
　
則
（
第
四
号
）

○
福
岡
県
犬
鳴
ダ
ム
管
理
用
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
河　

川　

課
）…

…
…
…
…

一

　

福
岡
県
犬
鳴
ダ
ム
管
理
用
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
号

福
岡
県
犬
鳴
ダ
ム
管
理
用
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
犬
鳴
ダ
ム
管
理
用
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
則
（
平
成
五
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

保
安
に
関
す
る
教
育
の
状
況

　

別
表
第
三
水
力
発
電
設
備
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

水
路
工

作
物

電
気
工

作
物

（
水
路

工
作
物

を
除
く

。
）

１
回
／

月無
人
２

回
／
月

（
※
５

）

ダ
ム

貯
水
池

水
路

水
車
発

電
機

主
要
変

圧
器

主
要
遮

断
器

支
持
物

、
電
線

ケ
ー
ブ

ル
終
端

部管
路
マ

ン
ホ
ー

ル

外
観
点

検漏
水
量

測
定

揚
圧
力

測
定

変
形
測

定予
備
動

力
作
動

点
検

外
観
点

検堆
砂
状

況外
部
点

検内
部
点

検水
圧
鉄

管
肉
厚

測
定

外
部
点

検（
※
６

）測
定
試

験内
部
点

検外
部
点

検外
部
点

検測
定
試

験内
部
点

検外
観
点

検外
観
点

検内
部
点

検

重
力
ダ
ム

100ｍ
未
満

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

　　露
出
管
で
20

年
以
上
経
過

し
た
も
の

　　　　　　　鉄
塔
、
鉄
柱

線
路

　

１
回
／
６
月

２
回
／
月

（
※
１
）

１
回
／
３
月

（
※
２
）

１
回
／
３
月

（
※
２
）

１
回
／
月

１
回
／
６
月

１
回
／
年

１
回
／
６
月

１
回
／
２
年

（
※
３
）

１
回
／
６
年

（
※
４
）

１
回
／
３
年

１
回
／
３
年

１
回
／
10年

（
※
７
）

１
回
／
３
年

１
回
／
３
年

（
※
８
）

１
回
／
３
年

（
※
８
）

１
回
／
６
年

（
※
９
）

１
回
／
５
年

１
回
／
３
年

１
回
／
３
年

（
※
１
０
）

※
１
　
最
初
の
満
水
の
日
か
ら
起
算
し

て
１
年
を
経
過
し
ダ
ム
の
挙
動

が
安
定
し
た
と
確
認
さ
れ
る
ま

で
は
、
１
回
／
週
以
上
と
す
る

。
※
２
　
測
定
結
果
に
よ
り
設
備
保
安
上

問
題
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
頻
度
を
減
少

又
は
測
定
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　
　
挙
動
が
安
定
し
た
と
確
認
さ
れ

る
ま
で
の
点
検
（
検
査
を
含
む

。
）
の
頻
度

※
３
　
地
形
、
地
質
、
点
検
実
績
等
に

よ
り
設
備
保
安
上
問
題
が
な
い

と
判
断
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
点
検
頻
度
を
導
水
路
は
１

回
／
５
年
、
放
水
路
は
１
回
／

10年
を
限
度
に
減
少
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

※
４
　
測
定
結
果
に
よ
り
設
備
保
安
上

問
題
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
測
定
頻
度
を

１
回
／
10年

を
限
度
に
減
少
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
５
　
巡
視
に
代
わ
る
監
視
装
置
が
設

置
さ
れ
て
い
る
発
電
所
、
無
保

守
を
前
提
と
し
た
小
水
力
発
電

所
で
万
一
電
気
工
作
物
の
損
壊

が
発
生
し
て
も
第
３
者
に
影
響

を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
発
電

所
等
、
特
に
指
定
す
る
箇
所
に

つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

※
６
　
水
車
の
外
部
点
検
と
は
、
抜
き

水
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

※
７
　
水
質
条
件
、
材
質
等
に
よ
り
、

発
電
所
個
々
に
定
期
的
に
行
う

も
の
と
し
、
別
に
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

※
８
　
ガ
ス
遮
断
器
等
特
に
指
定
す
る

も
の
は
、
１
回
／
６
年
と
す
る

。
※
９
⑴
　
ガ
ス
遮
断
器
等
特
に
指
定
す

る
も
の
は
、
１
回
／
１
２
年

と
す
る
。

　
　
⑵
　
動
作
回
数
の
極
め
て
少
な
い

遮
断
器
に
つ
い
て
は
、
別
に

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
10　

地
上
か
ら
の
巡
視
、
点
検
の
み

で
は
確
認
で
き
な
い
マ
ン
ホ
ー

ル
の
内
部
で
行
う
点
検
を
い
い

、
収
容
ケ
ー
ブ
ル
の
外
観
点
検

を
含
む
。

　　　　　　　　　　　　　　　　水力発電設備

水
路
工

作
物

電
気
工

作
物

（
水
路

工
作
物

を
除
く

。
）

１
回
／

月無
人
２

回
／
月

（
※
５

）

ダ
ム

貯
水
池

水
路

水
車
発

電
機

主
要
変

圧
器

主
要
遮

断
器

支
持
物

、
電
線

ケ
ー
ブ

ル
終
端

部管
路
マ

ン
ホ
ー

ル

外
観
点

検漏
水
量

測
定

揚
圧
力

測
定

変
形
測

定予
備
動

力
作
動

点
検

外
観
点

検堆
砂
状

況外
部
点

検内
部
点

検水
圧
鉄

管
肉
厚

測
定

外
部
点

検（
※
６

）測
定
試

験内
部
点

検外
部
点

検外
部
点

検測
定
試

験内
部
点

検外
観
点

検外
観
点

検内
部
点

検

重
力
ダ
ム

100ｍ
未
満

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

　　露
出
管
で
20

年
以
上
経
過

し
た
も
の

　　　　　　　鉄
塔
、
鉄
柱

線
路

　

１
回
／
６
月

２
回
／
月

（
※
１
）

１
回
／
３
月

（
※
２
）

１
回
／
３
月

（
※
２
）

１
回
／
月

１
回
／
６
月

１
回
／
年

１
回
／
６
月

１
回
／
２
年

（
※
３
）

１
回
／
６
年

（
※
４
）

１
回
／
３
年

１
回
／
３
年

１
回
／
10年

（
※
７
）

１
回
／
３
年

１
回
／
３
年

（
※
８
）

１
回
／
３
年

（
※
８
）

１
回
／
６
年

（
※
９
）

１
回
／
５
年

１
回
／
３
年

１
回
／
３
年

（
※
10）

※
１
　
最
初
の
満
水
の
日
か
ら
起
算
し

て
１
年
を
経
過
し
ダ
ム
の
挙
動

が
安
定
し
た
と
確
認
さ
れ
る
ま

で
は
、
１
回
／
週
以
上
と
す
る

。
※
２
　
測
定
結
果
に
よ
り
設
備
保
安
上

問
題
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
頻
度
を
減
少

又
は
測
定
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　
　
挙
動
が
安
定
し
た
と
確
認
さ
れ

る
ま
で
の
点
検
（
検
査
を
含
む

。
）
の
頻
度

※
３
　
地
形
、
地
質
、
点
検
実
績
等
に

よ
り
設
備
保
安
上
問
題
が
な
い

と
判
断
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
点
検
頻
度
を
導
水
路
は
１

回
／
５
年
、
放
水
路
は
１
回
／

10年
を
限
度
に
減
少
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

※
４
　
測
定
結
果
に
よ
り
設
備
保
安
上

問
題
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
測
定
頻
度
を

１
回
／
10年

を
限
度
に
減
少
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
５
　
巡
視
に
代
わ
る
監
視
装
置
が
設

置
さ
れ
て
い
る
発
電
所
、
無
保

守
を
前
提
と
し
た
小
水
力
発
電

所
で
万
一
電
気
工
作
物
の
損
壊

が
発
生
し
て
も
第
３
者
に
影
響

を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
発
電

所
等
、
特
に
指
定
す
る
箇
所
に

つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

※
６
　
水
車
の
外
部
点
検
と
は
、
抜
き

水
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

※
７
　
水
質
条
件
、
材
質
等
に
よ
り
、

発
電
所
個
々
に
定
期
的
に
行
う

も
の
と
し
、
別
に
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

※
８
　
ガ
ス
遮
断
器
等
特
に
指
定
す
る

も
の
は
、
１
回
／
６
年
と
す
る

。
※
９
⑴
　
ガ
ス
遮
断
器
等
特
に
指
定
す

る
も
の
は
、
１
回
／
１
２
年

と
す
る
。

　
　
⑵
　
動
作
回
数
の
極
め
て
少
な
い

遮
断
器
に
つ
い
て
は
、
別
に

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
10　

地
上
か
ら
の
巡
視
、
点
検
の
み

で
は
確
認
で
き
な
い
マ
ン
ホ
ー

ル
の
内
部
で
行
う
点
検
を
い
い

、
収
容
ケ
ー
ブ
ル
の
外
観
点
検

を
含
む
。

　　　　　　　　　　　　　　　　水力発電設備

１
回
／
２
月

　
外
観
点

検
１
回
／
月

重
力
ダ
ム

揚
圧
力

測
定

１
回
／
月

100ｍ
未

満
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト

ダ
ム

変
形
測

定

ダ
ム
の
挙
動

が
安
定
し
た

と
確
認
さ
れ

る
ま
で

項
目
＼
期
間
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則
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四
号
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○
福
岡
県
犬
鳴
ダ
ム
管
理
用
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
河　

川　

課
）…

…
…
…
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一

　

福
岡
県
犬
鳴
ダ
ム
管
理
用
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
号

福
岡
県
犬
鳴
ダ
ム
管
理
用
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
犬
鳴
ダ
ム
管
理
用
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
則
（
平
成
五
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

保
安
に
関
す
る
教
育
の
状
況

　

別
表
第
三
水
力
発
電
設
備
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
平
原
ポ
ン
プ
場
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

水
路
工

作
物

電
気
工

作
物

（
水
路

工
作
物

を
除
く

。
）

１
回
／

月無
人
２

回
／
月

（
※
５

）

ダ
ム

貯
水
池

水
路

水
車
発

電
機

主
要
変

圧
器

主
要
遮

断
器

支
持
物

、
電
線

ケ
ー
ブ

ル
終
端

部管
路
マ

ン
ホ
ー

ル

外
観
点

検漏
水
量

測
定

揚
圧
力

測
定

変
形
測

定予
備
動

力
作
動

点
検

外
観
点

検堆
砂
状

況外
部
点

検内
部
点

検水
圧
鉄

管
肉
厚

測
定

外
部
点

検（
※
６

）測
定
試

験内
部
点

検外
部
点

検外
部
点

検測
定
試

験内
部
点

検外
観
点

検外
観
点

検内
部
点

検

重
力
ダ
ム

100ｍ
未
満

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

　　露
出
管
で
20

年
以
上
経
過

し
た
も
の

　　　　　　　鉄
塔
、
鉄
柱

線
路

　

１
回
／
６
月

２
回
／
月

（
※
１
）

１
回
／
３
月

（
※
２
）

１
回
／
３
月

（
※
２
）

１
回
／
月

１
回
／
６
月

１
回
／
年

１
回
／
６
月

１
回
／
２
年

（
※
３
）

１
回
／
６
年

（
※
４
）

１
回
／
３
年

１
回
／
３
年

１
回
／
10年

（
※
７
）

１
回
／
３
年

１
回
／
３
年

（
※
８
）

１
回
／
３
年

（
※
８
）

１
回
／
６
年

（
※
９
）

１
回
／
５
年

１
回
／
３
年

１
回
／
３
年

（
※
１
０
）

※
１
　
最
初
の
満
水
の
日
か
ら
起
算
し

て
１
年
を
経
過
し
ダ
ム
の
挙
動

が
安
定
し
た
と
確
認
さ
れ
る
ま

で
は
、
１
回
／
週
以
上
と
す
る

。
※
２
　
測
定
結
果
に
よ
り
設
備
保
安
上

問
題
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
頻
度
を
減
少

又
は
測
定
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　
　
挙
動
が
安
定
し
た
と
確
認
さ
れ

る
ま
で
の
点
検
（
検
査
を
含
む

。
）
の
頻
度

※
３
　
地
形
、
地
質
、
点
検
実
績
等
に

よ
り
設
備
保
安
上
問
題
が
な
い

と
判
断
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
点
検
頻
度
を
導
水
路
は
１

回
／
５
年
、
放
水
路
は
１
回
／

10年
を
限
度
に
減
少
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

※
４
　
測
定
結
果
に
よ
り
設
備
保
安
上

問
題
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
測
定
頻
度
を

１
回
／
10年

を
限
度
に
減
少
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
５
　
巡
視
に
代
わ
る
監
視
装
置
が
設

置
さ
れ
て
い
る
発
電
所
、
無
保

守
を
前
提
と
し
た
小
水
力
発
電

所
で
万
一
電
気
工
作
物
の
損
壊

が
発
生
し
て
も
第
３
者
に
影
響

を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
発
電

所
等
、
特
に
指
定
す
る
箇
所
に

つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

※
６
　
水
車
の
外
部
点
検
と
は
、
抜
き

水
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

※
７
　
水
質
条
件
、
材
質
等
に
よ
り
、

発
電
所
個
々
に
定
期
的
に
行
う

も
の
と
し
、
別
に
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

※
８
　
ガ
ス
遮
断
器
等
特
に
指
定
す
る

も
の
は
、
１
回
／
６
年
と
す
る

。
※
９
⑴
　
ガ
ス
遮
断
器
等
特
に
指
定
す

る
も
の
は
、
１
回
／
12年

と
す
る
。

　
　
⑵
　
動
作
回
数
の
極
め
て
少
な
い

遮
断
器
に
つ
い
て
は
、
別
に

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
10　

地
上
か
ら
の
巡
視
、
点
検
の
み

で
は
確
認
で
き
な
い
マ
ン
ホ
ー

ル
の
内
部
で
行
う
点
検
を
い
い

、
収
容
ケ
ー
ブ
ル
の
外
観
点
検

を
含
む
。

　　　　　　　　　　　　　　　　水力発電設備




